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「ふるさと納税」 

寄附文化を蝕む愚民政策は即時廃止を 
 

「ふるさと納税」は，納税者が自分の意思で，地

方税の納税対象を選択することができる制度であ

る。居住地以外の地方団体に対する納税であるが，

実質的には，寄附金であり，所得税，地方住民税の

税額控除制度が適応されることから，2008 年度の

導入以来，寄附件数，寄附額共に大きく増大してい

る。 

ふるさと納税は，全国の応援したい地域に寄附が

でき，文化財保護，環境保全，子育て支援など，寄

附金の使い道も指定できるため，名目上は，その地

域へ貢献することができるとされている。さらに，

寄附の「返礼品」として地域の特産物などがもらえ

た上に，税の控除も受けることができるため，魅力

的な制度であると言われてきた。 

しかし，このところ，ふるさと納税制度は，ふる

さとや地域応援のためではなく，返礼品を目的とし

た寄附が増えたため，地域間の返礼品競争が加熱し，

地域を応援するための寄附という本来の趣旨が希

薄となっている。そもそも納税への対価に当たる返

礼品と言う反対給付が組み込まれている拠出金が

寄附と呼べるだろうか。 

返礼品は，ゴルフ場の会員になった者が，グリー

ンフィーやロッカーなど施設を安価な料金で使用

できたり，マンションの入居者がエレベーターなど

を利用できたりする場合と同じ共益部分に相当し，

およそ寄附の公益性と言う概念とは相いれない。 

ふるさと納税は，一部自治体に寄附が集中する一

方で，他の多くの自治体は減収に苦しんでいる。諸

経費を含めると，自治体に残るお金は少ない。返礼

品による反対給付を受けた住民が恩恵を受け，ふる

さと納税が出来ない住民は失われた税収入分によ

る行政サービスの低下を受けると言う不公平も生

じている。 

ふるさと納税をした後に「寄附金税額控除に係る

申告特例申請書」を寄附して自治体に送れば，寄附

金上限額内で寄附したうち 2,000 円を差し引いた

金額が住民税から全額控除される。ワンストップ特

例制度が適応され，確定申告なしで，寄附金控除が

受けられる仕組みになっている。本来国が負担すべ

き所得税控除を地方自治体が個人住民税控除で負

担していると言うことだ。住民が自由に納税対象を

選ぶことができる制度を国が設けることは，国から

独立した団体である地方自治の本旨に抵触しかね

ないと，憲法違反を指摘する識者もいる。 

寄附とは，地域社会の課題に取り組んでいる団体

の趣旨に賛同して経済的無償の供与を行うことで

ある。負担を伴わない「寄附」は寄附の理念に反し，

NPO など他の団体の寄附との間に不公平が生じる。 

「世界寄附指数（World Giving Index）」は，人

助けランキングとも呼ばれ，このランキングを国別

で見ると，日本は， 2021 年は 119 か国中，全世

界で下から 2 番目でほぼ最下位である。日本の寄

附が浸透しない理由に，「昔から寄附の文化がなか

った」「NPO 法人や一般社団法人といった団体制度

が，比較的新しい」などがあげられることが多いが，

マスメディアの責任も大きい。ふるさと納税を返礼
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品と税制上のメリットの観点で論じる姿勢からは，

寄附文化を育てようとする理念が全く感じられな

い。人の物欲に火をつけるような愚民政策になって

しまったふるさと納税は，即時廃止すべきであろう。 

（マインドファースト通信編集長 花岡正憲） 

 

 
JSCP いのち支える自殺対策推進センター 

「令和４年度自死遺族等支援団体向け研修・情報交換会」 

マインドファーストファミリーカウンセラー 

 井口真由美 

2023 年 3 月 25 日に標記のオンライン研修会に

参加しました。最初に，遺族の心情に配慮した表

現として「自殺」ではなく「自死」を用いることが

説明されました。前半は，自死遺族等支援事業の

これまでの歩みと法的根拠，新たな自殺総合対策

大綱の内容と全国の取り組みについての情報提供

がありました。後半は，「各団体が直面している自

死遺族等支援の活動に関する課題について」をテー

マとしたグループディスカッションが行われまし

た。 

グループディスカッションは，それぞれの団体

の課題について具体的な情報交換の場となりまし

た。当事者で構成されている自助グループの団体，

支援者の中に当事者が含まれる団体，臨床心理士

や精神保健福祉士等の資格を持つ専門家で構成す

る団体などさまざまでした。そのため，支援者が

当事者であることのカミングアウトについての問

題や申込時の個人情報における LGBTQ＋の問題，

未成年の遺児に対する支援の問題，行政との関わ

りに関する問題等幅広い議題が挙げられました。

特にオンライン実施の課題について，すでに取り

組んでいる団体からの情報提供は興味深いもので

した。 

さまざまな団体の特性を生かした取り組みに触

れることができ，充実した 2 時間でした。今後も

関わりを持ちたいという希望から各団体の連絡先

が提出され，継続して情報交換できるきっかけを

作っていただきました。 

 

 

日 時：2023 年 5 月 1 日（月）19 時 00 分～21 時 25 分 

場 所：高松市本町 9-3 白井ビル 403 オフィス本町 

事務連絡および周知事項，報告事項：省略 

議事の経過の概要及び議決の結果 

第 1 号議案 会計に関すること（事前配布資料有）：4 月期の会計

報告について，島津理事長から説明があった。決算期を迎え，精算払

いの収入科目について報告があり了承された。 

第 2 号議案 「居場所づくり事業」に関すること：理事長による居場

所づくり企画運営委員会が招集され，5月 30日 18:00から開催される

ことになり，了承された。 

第 3 号議案 令和 4 年度共同募金（令和 5 年度助成事業）テー

マ募金助成事業変更申請書に関すること（添付資料有）：山奥理事

が起案作成したものを理事長が調整して，総額事業費 1,000,000 円

で申請することで了承された。 

第 4 号議案 令和 5 年度共同募金（令和 6 年度助成事業）テ

ーマ募金申請書に関すること（添付資料有）：山奥理事が起案したも

のが承認された。 

第 5 号議案 三豊市こどもの居場所づくり活動助成金申請に関す

ること（添付資料有）：柾理事が作成した起案書面について理事長か

ら説明があり，原案通り了承された。 

第 6号議案 香川県NPO基金分野指定寄附補助金の補助対象

事業に関すること：リトリートたくまが賃借物件として使用している建物

修理費用について，標記補助金を受給申請することについては，賃貸

人と賃借人であるマインドファーストとの間で建物賃貸借契約書を締結

した上で補助金交付要綱に基づき，その適合性を確認すること。また，

賃貸人がマインドファーストの代表者ではないが理事であることから，利

益相反行為に該当することの有無，さらに該当する場合の手続につい

ても検討することで了承された。 

第 7 号議案 2023 年度総会に関すること：①総会日時場所は，6

月18日（日）10：30～12：00，四番丁コニュニティセンターとすることで了

承された。②事業報告書，事業計画書については，メーリングリストで

確認加筆修正の期間を設けること，③定款変更については，理事会

議事録の署名押印を自署に改訂すること，④役員改選については，

就任に向けてインセンティブを高めるため，オンライン会議の導入につい

て説明を行うこと，⑤案内文と議案書の作成発送は AIYA システムに

依頼すること，以上が了承された。 

第 8 号議案 財務諸表に関すること：理事長から，財務諸表につい

ての説明があり，了承された。 

第 9号議案 6月の定例ファミリーカウンセラー会議及び学習会の会

場に関すること：6月 25日(日)13:30～15:30の開催場所は，丸亀町レ

ッツホールカルチャールームの確保が難しく，四番丁コミュニティセンター１

階和室とすることで了承された。 

第 10号議案 6月の「おどりば」の開催に関すること：6月開催のひき

こもりの家族の支援グループ「おどりば」は，主宰者の対応が困難になる

ことが見込まれるため，ホームページ上で休止案内並びに 7 月以降の

案内は追って行う旨を表示することで了承された。 

 

研修報告 

編集後記：「ふるさとの山に向かひて言うことなし ふるさとの山はあ

りがたきかな」自分を育てくれたふるさとへの思いをうたった石川啄

木の詩です。かの有名なドヴォルザークの交響曲第 9 番「新世界」

は，彼がアメリカ滞在中に，ふるさとボヘミアへ向けて作曲されたと言

われます。「ふるさとは遠きにありて思ふもの」（室生犀星）は，ふるさ

とへの切ない思いを表現したものです。ふるさととは，必ずしも懐かし

いだけでなく，人によっては複雑な思いの場所のこともあります。こう

したふるさとへ，歌や言葉など，何かを届けたくなるのは自然な感情

でしょう。ふるさと納税と言う経済的支援もその一つでしょう。ところ

が，いつの間にか，その土地の名産品を安く手に入れたい所もふる

さとと呼ばれるようになりました。返礼品への夢をめぐらせる先がふ

るさとと言うのは，さびしい限りです。〽夢は今もめぐりて，忘れがた

きふるさと・・・。（H） 

第 231 回理事会報告 


